
   平塚市妊婦健康診査実施要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１３条の規定に基づき、

本市が行う妊婦の健康診査（以下「健康診査」という。）に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 （対象者） 

第２条 健康診査を受けることのできる者は、本市の区域内に居住し、かつ、住民基本台

帳法（昭和４２年法律第８１号）により本市の住民基本台帳に記録されている妊婦とす

る。 

２ その他市長が必要と認める者とする。 

 （実施医療機関） 

第３条 健康診査を実施する医療機関は、神奈川県産科婦人科医会（以下「産科婦人科医

会」という。）に健康診査費用の請求を行うことのできる医療機関（以下「実施医療機関」

という。）及び市長が必要と認めた実施医療機関以外の医療機関（以下「委託医療機関」

という。）とする。 

 （健康診査費用の補助） 

第４条 本市は、対象者が実施医療機関又は委託医療機関に支払うべき健康診査の費用を

補助する。 

２ 前項の規定による補助は、平塚市妊婦健康診査費用補助券（以下「補助券」という。）

を対象者が妊娠の届出をした際（対象者が他の地方公共団体において妊娠の届出をした

場合にあっては、本市に補助券の交付を申請し、その交付を決定した後）に当該対象者

に交付することにより行う。 

３ 補助券の金額及び交付枚数は次のとおりとする。 

（１） １回目診療分 １６，０００円  １枚 

（２） ２回目から５回目まで及び７回目から１０回目までの診療分 ４，０００円   

８枚 

（３） ６回目診療分 ５，０００円 １枚 

（４） １１回目から１４回目までの診療分 ３，０００円 ４枚 

４ 対象者は、健康診査の受診１回につき１枚の補助券を使用できるものとする。 



５ 第１項の規定にかかわらず、本市は、対象者が実施医療機関及び委託医療機関以外の

医療機関において健康診査を受診した場合において、対象者が実施医療機関又は委託医

療機関以外の医療機関に支払うべき健康診査の費用を補助することができる。この場合

における補助は、別に定めるところにより行うものとする。 

６ 本市は、対象者が交付された補助券の使用ができなかった場合（前項本文に規定する

場合を除く。）においては、別に定めるところにより補助を行うことができる。 

（健康診査の実施及び実施医療機関における補助券の取扱い） 

第５条 補助券の交付を受けた対象者は、補助券に所定の事項を記載の上、これを母子健

康手帳とともに実施医療機関又は委託医療機関に提出し、健康診査を受診する。 

２ 実施医療機関は、補助券に健康診査の必要事項を記載し、これを取りまとめた上、産

科婦人科医会に、その指定する期日までに提出するものとする。 

３ 産科婦人科医会は、補助券に記載された内容、受診件数等を確認した後、市長に、そ

の指定する期日までに提出するものとする。 

 （産科婦人科医会への支払） 

第６条 産科婦人科医会は補助券の金額の合計額に相当する金額及び集計等に係る事務費

を本市に請求し、本市はこれを支払う。 

 （委託医療機関における補助券の取扱い） 

第７条 委託医療機関における補助券の取扱いは、本市との委託契約に定めるところによ

るものとする。 

 （健康診査の事後指導） 

第８条 実施医療機関及び委託医療機関は、健康診査の結果、医療を要すると判断した対

象者が適切な医療を受けられるよう指導するものとする。 

２ 本市は、健康診査の結果に基づき、医療機関と密接な連携をとり、必要に応じて対象

者の訪問指導を行う等適切な保健指導に当たるものとする。 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ 平塚市妊婦健康診査実施要綱（平成２０年４月１日施行）は、廃止する。 



   附 則 

この要綱は、平成２２年１０月１日から施行し、同年４月１日から適用する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置等） 

２ 改正後の第４条第３項の規定は、施行日以後に補助券の交付を受ける対象者に適用す

る。 

３ 施行日前に補助券の交付を受けた対象者（施行日以後に出産を予定する対象者に限

る。）に係る改正後の第４条第３項の規定の適用については、同項第３号中「５，０００

円 １枚」とあるのは、「３，０００円 １枚 ２，０００円 １枚（追加交付券）」と

する。 

４ 前項の対象者に係る改正後の第４条第４項の規定の適用については、同項中「補助券」

とあるのは、「補助券（追加交付券にあっては、６回目以後の診療につき他の補助券と合

わせて使用する場合に限り１枚）」とする。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置等） 

２ 改正後の第４条第３項の規定は、施行日以後に補助券の交付を受ける対象者に適用す

る。 

３ 施行日前に補助券の交付を受けた対象者（施行日以後に出産を予定する対象者に限

る。）に係る改正後の第４条第３項の規定の適用については、同項第３号中「１６，００

０円 １枚」とあるのは、「１０，０００円 １枚 ６，０００円 １枚（追加交付券）」

とし、「４，０００円 １枚」とあるのは、「３，０００円 １枚 １，０００円 １枚

（追加交付券）」とする。 

４ 施行日以後に補助券の交付を受けた対象者のうち、前項にある追加交付券の交付を受



けた者に係る改正後の第４条第３項の規定の適用については、前項と同様とする。 

５ 第３項及び前項の対象者に係る改正後の第４条第４項の規定の適用については、同項

中「補助券」とあるのは、「補助券（追加交付券にあっては、１回目から５回目、７回目

から１０回目の診療につき他の補助券と合わせて使用する場合に限り１枚）」とする。 


